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通級指導教室で大切にしたいこと 

  通級による指導は、小学校の通常の学級に在籍している比較的軽度の障害

のある児童に対して、主として各教科の指導を通常の学級で行いながら、当

該児童の障害に応じた特別の指導を特別の場（通級指導教室）で行う教育形

態である。ここでいう特別の指導とは、障害による学習上又は生活上の困難

の改善・克服を目的とする指導のことである。したがって、指導に当たって

は、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領を参考とし、例えば障害によ

る学習上又は生活上の困難の改善・克服を目的とした指導領域である「自立

活動」の内容を取り入れるなどして、個々の児童の障害の状態等に応じた具

体的な目標や内容を定め、学習指導を行うことになる。また、これに加えて、

特に必要があるときは、特別の指導として、児童の障害の状態に応じて各教

科の内容を補充するための指導を一定時間内において行うこともできること

になっている。 

              （小学校学習指導要領解説 総則編より） 

 ※ 新学習指導要領解説については、別資料（教育課程資料より） 

 



1 基本となる考え方「行けばＯＫではない」 
 教示（今やるべきことを直接言葉で説明したり、指示した
りして教えること） 

 ↓ 
 モデリング（手本を示して学ばせる） 
 ↓ 
 リハーサル（ロールプレイングや遊びの中で実際に演じ、
練習してみる） 

 ↓ 
 フィードバック（良かった点、改善すべき点を振り返り、
評価すること） 

 ↓ 
   ↓ 
 般化（どのような場面でも対応できるようにすること） 
  
 
参考資料（「子どものＳＳＴプログラム」霜田浩信他編著） 
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２ー１ 指導に当たって 
 

通級で身に付けたことを、在籍学級
や家庭での学習・生活に生かすこと
ができるようにすることが大切。 

「意識してできる」レベルから、
「自然にできる」レベルまで指   
導・見届けが必要。 

 



２ー２ 実態把握と指導目標 

１）児童の実態把握と通級指導教室で必要とする指      

  導について明確にする。 

   ・困難さとその要因の把握 

   ・在籍校・在籍学級・家庭で指導すべきことの   

    明確化と共通理解 

   ・通級指導教室で指導すべきことの焦点化と    

    共通理解 

   ・指導目標（短期・長期）と指導方法の具体化 

２）指導計画を立てる 

３）指導の記録を関係者で共有する 

   ・目標、指導、評価の一貫性を図る 

４）指導の評価・改善をする 

５）日常生活への般化を図る 
 



３ 大切にしていること 
１）情緒の安定 

２）適度抵抗のある課題 

３）必要な環境設定 

  ・時間配分 

  ・困難さを改善するための教材等の工夫（表情カード、コミュニ   

   ケーションカードなど） 

４）成功体験（できて終わる） 

５）つなぐ（日常生活とつなぐ、担任とつなぐ、  学級の児童生徒  

  とつなぐ、保護者とつなぐ・・・） 

 ・在籍学級での学習場面を意識して（板書・挙手発言など） 

 ・「（担任の）先生（クラスの○○さん）が、『最近～～ができる  

  ようになったよ』って言ってたよ。」 

 ・「家でもできたんだってね、すごいね！」 

 ・「（担任の）先生、友達、お家の人に教えてあげようね」  

【参考資料】・通級による指導の手引き 文部科学省 編著第一法規 

 



４ 通級説明図 




